
個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

71t-CO2

(自動車からの転換利用者)
4,151人/日×0.11=457人
/日…①
(本取組によるCO2削減量)
①×0.155t-CO2/年・人
=71t-CO2

定量化は困難

-

-

-

-

-

―

―

-

-

<実施>
在来線高架橋の整備を進めた。

b

・鉄道敷により南北に分断
されている市街地の一体化
と、それに伴う円滑な交通
の確保による市街地の活
性化。

・新幹線建設や土地区画整理
事業と同時に整備するため、
各事業施行者と緊密に連絡を
取り、調整する。

引き続き、在来線高架橋の整備を行う。

b

・富山駅周辺における土地
利用の高度化を図り、県都
の拠点としてふさわしい魅
力的な都市空間の形成。

富山駅
付近連
続立体
交差事
業

1-b-2 運輸 実施

・実施主体及び富山市におけ
る財源確保が課題となってお
り、事業の効率化や資金調達
面での工夫が必要となってい
る

上滝線活性化基本計画に基づき、引き続き増発社会実験等
の活性化事業の実施や駅部周辺（布市駅）の測量調査を実施
する。

富山駅
周辺地
区土地
区画整
理事業

1-b-1 運輸 実施
＜実施＞
富山駅南口駅前広場整備に伴う支障物件の移転補償や広場整
備工事のを進めた。

・富山駅周辺地区は、事業が
輻輳しているため、他事業関
係者と連絡を取りながら、整備
工事の施工に関する調整を実
施する。

H26年度末の北陸新幹線開業に併せた富山駅南口交通広場
の供用開始を目指し、広場舗装、消雪等の工事を行う。

・富山駅の駅前広場内におけ
る歩行者と路面電車との安全
な交差方法や路面電車の南
北軌道接続後の運行形態に
ついて検討することが必要。
・このため、法的な取扱を整理
するとともに、全国の相互乗り
入れの事例を調査し、軌道事
業者と協議を実施。

・第1期事業については、平成26年度の北陸新幹線開業にあ
わせた工事完成を目指す。
・同時に、第2期事業について基本設計に着手し、軌道運送高
度化実施計画の認定などの法的手続きを進める。

富山地
方鉄道
上滝線
LRT化
（構想）

1-a-4 運輸 実施
＜実施＞
・利用促進や活性化のために、増発社会実験を実施
・開発駅及び月岡駅部周辺の測量調査を実施

b

・利便性の向上による公共
交通の利用促進
・中心市街地へのアクセス
向上による市街地の活性
化

・引き続き、環状線の安心・安全な運行を継続する。
・引き続き、安全運行が実現できるよう、市は軌道整備事業者
として施設の維持管理を行う。

南北路
面電車
一体化
（構想）

1-a-3 運輸 実施
＜実施＞
南北接続に関する「軌道運送高度化実施計画」を策定、軌道事業
者との協議を実施した。

b

・利便性の向上による公共
交通の利用促進。
・中心市街地へのアクセス
向上による市街地の活性
化。

＜実施＞
・環状線の安全運行のため、施設の保有、維持管理を行った。 a

・富山駅周辺地区と平和通
り周辺地区（商業地区）の
アクセス・回遊性の強化と
魅力の向上。
・中心市街地の賑わい創出
効果。

・環状線の利用促進を図るた
め、中心市街地活性化関連の
各種事業との連携。

実施

＜実施＞
・引き続き、環状線の安心・安全な運行を継続する。
・引き続き、安全運行が実現できるよう、市は軌道整備事業者とし
て施設の維持管理を行った。

b

・公共交通の利用促進。
・高齢者の外出機会の増
加。
・中心市街地活性化。

・利用客が集中する朝ラッシュ
時に、運行遅延が発生し輸送
力が低下する場合がある。こ
のため、電線類地中化工事の
進捗を図り、一部区間の複線
化を実現することにより、朝
ラッシュ時の定時性及び運行
本数を確保する。

・引き続き、安心・安全な運行を実施する。
・複線化のための道路拡幅の用地取得及び電線類地中化工
事の進捗を図る。

1-1)

富山港
線の
LRT化

1-a-1 運輸

市内電
車環状
線化

1-a-2 運輸 実施

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4t-CO2

(1台あたりのCO2削減量)
12.2km(往復)÷16.5km/l
×2.32kg-CO2=1.7kg-
CO2…①
(本取組によるCO2削減量)
①×7,480台（年間利用実
績）×0.35（自動車からの
転換率）=4.4t-CO2

平日はほぼ満車状態で利用さ
れており、今後の運営につい
て改善を図る必要がある。

引き続き、P&R駐車場の運用を継続する。実施
＜実施＞
富山ライトレール富山港線の沿線駅において、引き続きP&R駐車
場を提供した。（年間利用実績：7,480台）

b

・ライトレール利用者の増
加
・沿線及び中心市街地の自
動車交通量の減少

婦中鵜坂駅西側アクセスを改
善し、利用者の利便性向上を
図るための概略設計を行う。

＜実施＞
幹線バス路線(笹津線）において、デザイン性を高めた大型ノンス
テップバス車両を1台導入した。

b
・路線バスのイメージアップ
によるバス利用者の増加。

・公共交通の利用者は、年々
減少しており特に路線バスの
利用者の減少に歯止めをかけ
ることは大変困難であり、バス
車両の更新だけでは、効果は
少ない。バスの待合環境の改
善や情報案内等の整備など利
用者の利便性の向上も同時に
図っていく必要がある。

H22年度までのJR高山本線活性化社会実験の成果を踏ま
え、以下のような効果の高い施策について、引き続き取り組
む。
・朝夕の増便運行
・P&R駐車場の継続設置
・利用促進団体への支援

実施

実施

＜実施＞
JR高山本線活性化事業として、以下の施策を実施した。
・増便運行の継続（富山駅～越中八尾駅間　34本→41本）
・婦中鵜坂駅の常設化
・P&R駐車場の継続設置

b

・利便性の向上による公共
交通の利用促進
・婦中鵜坂駅地元地区に
て、マイレール・マイステー
ション意識が醸成され、地
区をあげて利用促進に取り
組んでいる

JR高山
本線活
性化社
会実験

1-c-1 運輸

イメージ
リーダー
路線整
備事業

1-b-6 運輸

富山港
線P＆R
（パーク
アンドラ
イド)社
会実験
事業

1-c-2 運輸

＜実施＞
既存電停において整備した表示案内装置や放送案内装置の適
切かつ安定したシステム運用を行った。

b
・利便性の向上による公共
交通の利用促進

道路幅員等の状況により、可
能な範囲内でのバリアフリー
化に留まっているため、道路
管理者と富山地方鉄道㈱にお
いて、道路の拡幅に向けた協
議を実施する。

引き続き、整備したシステムの適切かつ安定した運用を行う。

幹線バス路線（藤の木線）において、デザイン性の高い大型ノ
ンステップバス車両を引き続き1台導入する。

市内電
車運送
高度化
事業

1-b-5 運輸

鉄道駅
周辺（地
域拠点）
の基盤
整備

実施

＜検討＞
・準備会社から「あいの風とやま鉄道株式会社」に商号変更し、株
式増資を行った。また、鉄道事業の許可を受けた。
・あいの風とやま鉄道利用促進協議会が設置され、県民のマイ
レール意識醸成や県内外の利用客による利用の促進を図るため
の検討を行っている

＜実施＞
高山本線沿線の地域拠点では、平成19年度より主要駅の駅前広
場・駐輪場・トイレ整備やサイン施設整備を行い地域拠点の活性
化及び魅力の向上を図っている。
上滝線沿線の拠点地域では、地区住民による「まちづくり推進協
議会」を発足させ、まちづくり計画の検討など、地区住民の意識改
革と住民主体のまちづくりを推進した。

b

・高山本線沿線の地域拠点
については、沿線各駅から
1.5ｋｍ以内の人口が平成
17年から平成22年までで約
1,000人の増加がみられ
た。（本事業を含む都市再
生整備計画高山本線沿線
地区での評価）
・上滝線沿線の地域拠点に
ついては、住民のまちづくり
意識の醸成が図られてい
る。

まちづくり基本構想を具現化
する必要があるため、まちづく
り活動のネットワークとの継続
的な活動を支援する体制を構
築する。

・高山本線沿線の地域拠点については、平成22年度迄で、一
定の基盤整備が完了した。
・上滝線沿線の拠点地域については、まちづくり推進協議会を
複数設置し、住民主体のまちづくりについて地区住民の意識
改革と住民自身によるまちづくりの推進を図る。

1-b-4 運輸 実施

検討 b

地域住民の通勤・通学の足
を確保するため、並行在来
線の存続並びに公共交通
活性化を図る。

並行在来線の経営安定に資
するため、効果的な利用促進
策の推進やＪＲ西日本との交
渉について、あいの風とやま
鉄道利用促進協議会において
検討した。

鉄道事業計画決定、あいの風とやま鉄道ファンクラブ発足、具
体的なダイヤ運賃決定を行い、今年度末に並行在来線を開
業する。

JR北陸
本線並
行在来
線化事
業

1-b-3 運輸



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

定量化は困難

－

定量化は困難

－

-

-

-

-

定量化は困難

－

定量化は困難

-

＜実施＞
65歳以上で運転免許を自主的に返納した市民に対して、車に代
わる移動手段となるバスや電車など公共交通機関の乗車券等を
支援した（H25年度支援件数672件）。

b
・おでかけ定期券事業との
相乗効果による中心市街
地の活力の創出。

・公共交通サービスが、ＩＣカード
の導入をはじめとして複雑・多様
化し、高齢の利用者にとっては難
しいものとなっているため、運転免
許返納による特典としての支援を
実施すると共に、運営主体の異な
る各交通機関の利用方法につい
て、全市的に周知を図る必要があ
る。

継続実施し、申請件数は630件を見込んでいる。

高齢者
運転免
許自主
返納支
援制度

1-d-1 運輸

環境配
慮型
ボートに
よる学習
支援船
運航社
会実験

実施

＜実施＞
H25年度実績：利用申込者数22,681人、利用者数906,063人（バス
のみ592,537人）

＜実施＞
学習支援船の運航を引き続き実施した（H25年度乗船者数19,171
人）

b
富岩運河やライトレールを
中心とした北部地区の賑わ
いと観光開発

H24年度までの予定であった
社会実験をH26年度までに延
長した。2年間の社会実験期
間において、H27年度からの
本格実施に向けた検討を進め
る必要がある。

引き続き実施する。

＜実施＞
・富山大学の学生証（新入生のみ対象）に交通系ICカードの機能
を付加した
・グランドパーキングに設置した機器の維持管理費を富山ライト
レールへ補助した

a

降車時の精算時間の短縮
により、定時運行に繋がる
とともに、利用者の利便性
向上により、利用促進が図
られている。

今後の普及促進、商業連携、
広域への拡大が課題であり、
ICカードの多機能化に伴う交
通事業者間、商業者との調整
を実施する。

公共交通の利用促進を図るため、ICカードの計画的な利用啓
発に取り組む。

1-c-7 運輸 実施

実施

b
・自動車を利用することが
出来ない交通弱者への移
動手段を確保できる。

b
・公共交通の利用促進
・高齢者の外出機会の増加
・中心市街地活性化

申込者数の増加を図るため、
広報誌等における周知を徹底
する。

引き続き、「おでかけ定期券事業」及び「シルバーパスカ事業」
を実施する。

ICカード
利用拡
大事業

1-c-5 運輸 実施

高齢者
の公共
交通利
用促進
事業

1-c-6 運輸

・電気バスの維持管理費用や
バッテリーの寿命など、継続的
な運行可能性が課題となって
いる。

H２５年度末をもって実証運行終了

コミュニ
ティバス
等運行
事業

1-c-4 運輸 実施

＜実施＞
公共交通の空白地域での市営コミュニティバス運行(26路線)、民
間赤字バス路線補助（17路線）、地域自主運行バスへの支援（呉
羽地区、水橋地区、大庄地区、八尾地区、富山港線フィーダーバ
ス）を実施した。

・市営コミュニティバスや赤字
路線バスは、利用者の少ない
路線であることから、路線・運
行方法の見直しやバス以外の
移動手段の確保など利用実態
にあわせた今後のあり方を検
討していく必要がある。

引き続き市営コミュニティバスの運行や民間赤字バス路線へ
の補助を継続して行い、市民の身近な生活の足を確保する。

電気バ
スの商
用化・普
及に向
けた技
術開発・
社会シ
ステム
実証モ
デル事
業

1-c-3 運輸 実施
＜実施＞
富山ミュージアムバス路線において、1便を電気バスにより実証運
行を行った。

b

・電気バスが中心市街地を
走ることにより、バスのイ
メージアップや利用促進を
図る。

1-2)



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

6t-CO2

（集合住宅と戸建住宅の
エネルギー消費量の差）
アクションプランでの推計
：3,200.5㎏-CO2/世帯…
①
（戸建て住宅からの住み
替え世帯数）
3戸×0.8＝2戸…②
(本取組によるCO2削減量)
①×②＝6t-CO2

192t-CO2

（集合住宅と戸建住宅の
エネルギー消費量の差）
アクションプランでの推計
：3,200.5㎏-CO2/世帯…
①
（戸建て住宅からの住み
替え世帯数）
76戸×0.8＝60戸…②
(本取組によるCO2削減量)
①×②＝192t-CO2

定量化は困難

-

-

-

定量化は困難

－

定量化は困難

-
実施

＜実施＞
優良建築物等整備事業の完了に併せて、分譲住宅は完売した。

b

複合施設を整備することに
より、賑わいを創出し中心
市街地の活性化に寄与す
る。

転居等に伴う分譲住宅の空き
室が発生した際の対応が課
題。
まちなか居住推進事業等の補
助制度を継続し、中心市街地
外からの転入者を促す。

高齢者が公共交通が便利
な地域に住み替えすること
による外出機会の増加

・他の関連事業との整理統合
により実効性と効率性を高め
る。

不動産業者等に対し、まちなか居住推進事業等の補助制度
の周知を図る。

＜実施＞
運行ルートは、中央ルート、清水町ルートの2ルート。運行時間帯
は9:00～19:00。運行頻度は中央ルート：28便／日（20～25分間
隔）、清水町ルート：31便/日（20分間隔）。料金は100円（小学生
以上）。事業主体は㈱まちづくりとやま。

a

・利便性の高いコミュニティ
バスを運行し、自家用車を
利用しなくとも中心市街地
への来街が可能となり、来
街者の増加を図ることにに
よる中心市街地の活性化
を図る。

運賃収入で事業費を賄うこと
が困難なため、市が継続的に
支援を実施することが必要。

新車両を導入することにより、バスのイメージアップを図り、継
続的な運行を実施する。

中心市
街地活
性化コ
ミュニ
ティバス
事業

2-b-1 運輸 実施

総曲輪
四丁目・
旅籠町
地区優
良建築
物等整
備事業

2-b-2 運輸

26年度は、25年度に応募のあった2団地・55戸を借上げる予
定
これにより合計257戸となり、整備計画の目標戸数が達成され
るため、事業を一旦休止する。

富山市
高齢者
の持ち
家活用
による住
み替え
支援事
業

2-a-4 家庭 実施
＜実施＞
支援制度の周知、PRを行った。

c 引き続き、周知、PRを行う。

引き続き公共交通沿線住宅・居住環境指針に適合する共同
住宅の整備、公共交通沿線の住宅建設の促進と生活利便性
の向上を図るため、公共交通沿線住宅の取得及び共同住宅
の建設に対して支援する（計画では、共同住宅建設補助110
戸、住宅取得補助84戸の予定）。

民間住
宅借り
上げに
よる市営
住宅事
業

2-a-3 家庭 実施

＜実施＞
平成20年度から「借上市営住宅制度」を実施
25年度末までに8団地・202戸整備し、整備計画の進捗率は84％
（202戸/240戸）
また、26年度に借上げる住戸を募集した。

b
公共交通沿線地区等への
居住推進

実施

＜実施＞
公共交通沿線住宅・居住環境指針に適合する共同住宅の整備、
公共交通沿線の住宅建設の促進と生活利便性の向上を図るた
め、公共交通沿線住宅の取得及び共同住宅の建設に対して支援
した。
・共同住宅建設補助　76戸
・住宅取得補助 　65戸

b
公共交通沿線居住推進地
区の人口割合の向上と公
共交通の活性化を図る。

申請が計画よりもやや少な
かった。

実施

＜実施＞
まちなかにふさわしい住宅の取得やまちなか賃貸住宅への入居
及び同住宅の建設に対して支援した。
（H25年度実績）
・共同住宅建設　3戸
・住宅取得補助  17戸
・家賃助成 30件（新規）

c
まちなか居住人口の回復を
図る。

家賃助成に関しては見込み通
りの申請があった。しかし、共
同住宅建設費補助及び住宅
取得補助に関しては、予定し
ていた建物の工事の遅れによ
り、見込みを下回った。案件の
建物は、平成26年度中に完成
が見込まれる。

2-1)

まちなか
居住推
進事業

2-a-1 家庭

公共交
通沿線
居住推
進事業

2-a-2 家庭

引き続きまちなか住宅・居住環境指針に適合する共同住宅の
整備等を支援し、まちなかにふさわしい住宅の取得やまちな
か賃貸住宅への入居を支援する（計画では、共同住宅建設費
補助10戸、住宅取得補助125戸、家賃助成40件（新規）の予
定）。



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

定量化は困難

-

定量化は困難

-

定量化は困難

-

-

－

定量化は困難

-

定量化は困難

-
実施

＜実施＞
・商店街からの要望がなかったため件数は0件。
・地元商店街組合が、中心市街地の西町商店街の古いアーケー
ドを改修し、商店街の活性化・賑わいづくりに寄与。

b 中心市街地の活性化

・商店街単位での申請・実施と
なるため、各商店街における
合意形成に時間を要する。
・市が各商店街に対し、本事
業の詳細について積極的に
PRを行うなど事業実施に向け
た働きかけを行う。

・補助対象となる店舗等の場所の条件を、中心商店街から市
内全域に拡大する。

＜実施＞
・市中心市街地の城址公園南西部広場等において、農産物直売
所「プチマルシェ」を開催した。
・西田地方校区にて、新規に1件、民間事業者による富山型デイ
サービス施設が整備された。
・市中心市街地の旧総曲輪小学校跡地において、富山大や医師
会と連携し、まちなかに住む高齢者の地域医療・介護の拠点施設
整備を計画。

b
・まちなか居住の利便性及
び魅力の向上。

・ハード面の整備で簡潔する
のではなく、まちなか居住の利
便性及び魅力のPRも平行して
実施する必要がある。

中心市街地における小学校の統廃合により、未利用地となっ
た旧総曲輪小学校跡地における、地域医療・介護拠点施設の
整備を進める。

中心商
店街魅
力創出
事業

2-b-8 運輸

中心市
街地へ
の生活
関連施
設の導
入

2-b-7 運輸 実施

実施
＜実施＞
引き続き、市内全ての準工業地域を大規模集客施設制限地区に
指定し、1万㎥以上の集客施設の建築を規制した。

b

・中心市街地や公共交通沿
線への商業施設等の誘導
・準工業地域における郊外
の大規模集客施設の抑制

〈課題）
延床面積1万m2未満の中小規
模店舗の集積立地に対するコ
ントロールする必要がある。
（改善方針）
中小規模店舗の集積立地に
対する取扱い方針を検討す
る。

引き続き規制を継続する。

＜実施＞
市街地再開発事業の完了に併せて、分譲住宅は完売した。

b

市街地環境の向上と良質
な市街地住宅の供給を図
り、魅力ある都心居住環境
の整備を促進する。

転居等に伴う分譲住宅の空き
室が発生した際の対応が課
題。
まちなか居住推進事業等の補
助制度を継続し、中心市街地
外からの転入者を促す。

不動産業者等に対し、まちなか居住推進事業等の補助制度
の周知を図る。

都市計
画制限
による大
規模集
客施設
の郊外
立地規
制

2-b-6 運輸

中央通
りf地区
第一種
市街地
再開発
事業

2-b-5 運輸 実施

実施
＜実施＞
市街地再開発事業の完了に併せて、分譲住宅は完売し、賃貸住
宅は満室となっている。

b

市街地環境の向上と良質
な市街地住宅の供給を図
り、魅力ある都心居住環境
の整備を促進する。

転居等に伴う分譲住宅及び賃
貸住宅の空き室が発生した際
の対応が課題。
まちなか居住推進事業等の補
助制度を継続し、中心市街地
外からの転入者を促す。

不動産業者等に対し、まちなか居住推進事業等の補助制度
の周知を図る。

＜実施＞
市街地再開発事業を行う市街地再開発組合に対して補助を行っ
た。

b

複合施設を整備することに
より、賑わいを創出し中心
市街地の活性化に寄与す
る。

事業の進捗に遅れが生じない
ように組合に対し指導・監督を
行っていく。

工事監理、設計意図伝達、共同施設整備を行うとともに、引き
続き市街地再開発事業を行う市街地再開発組合に対して補
助を行う。

西町東
南地区
第一種
市街地
再開発
事業

2-b-4 運輸

西町南
地区第
一種市
街地再
開発事
業

2-b-3 運輸 実施

2-2)



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

-

-

-

-

-

-

定量化は困難

-

2t-CO2

（１交差点あたりCO2削減
量）
交差点で車の流れを照査
した結果：2t-CO2…①
①×1箇所＝2t-CO2

-

-

・基準を引き上げることによ
り、建設費補助申請が減少も
しくは一部の大手建設会社に
限定する可能性があり、住宅
建設事業者と調整が必要。

〈実施〉
・大山地域において用地買収等を行い、既存路線の交差点部を
拡幅し、改良工事を継続している。

b

・交差点における渋滞解消
が図られることにより、自動
車交通による移動時間の
短縮、バス等の公共交通の
利便性の向上、交通事故
の軽減効果など社会生活、
経済活動への効果も期待
できる。

・交差点部のみの改良であり、
より効果を図るため全区間の
整備も検討する必要がある。

・住宅建設事業者との基準引き上げに関する協議を継続す
る。
・実施に向けた調整が終了しだい、要綱改正の上事業を実施
する。

実施

検討
＜検討＞
事業実施に向け、基準引き上げによる住宅建設投資への影響等
について、検討を行った。

c -

まちなか
住宅・居
住環境
指針及
び公共
交通沿
線居住
指針に
おける
断熱性
能基準
の引き
上げ

3-a-1 家庭

エコ＆ス
ムーズ
ロード事
業

2-c-3 運輸

＜実施＞
宅建協会の協力を得て、土地・建物の有効利用を図る目的とし
て、空き家の情報提供を行った。登録実績7件（内、2件が成約）

b
まちなかおよび公共交通沿
線居住推進地区における
居住の推進

・状態の良い物件が不足して
いるため、需要とのマッチング
に問題がある。また、空き家所
有者に対する市場への供給意
識の改善の検討が必要であ
る。

平成25年度から運用開始した「空き家情報バンク」により、ま
ちなか・公共交通沿線における居住を推進する。

・既存路線1箇所実施中。
・新規整備路についても、交通の流れをスムーズにすることを
意識した設計・工事を行う。

b

まちなかおよび公共交通沿
線居住推進地区における
高齢者が安心して暮らすこ
とができる居住環の整備

当事業は、民間事業者の施設
建設に対する補助事業である
ため、現在の社会情勢により
計画通り進行しない。

整備した住宅への居住の推進、また高齢者が安心して暮らす
ことができるよう、制度の周知をおこなう。、

空き家
バンク事
業

2-c-2 運輸

地域優
良賃貸
住宅供
給促進
事業

実施

2-c-1 運輸 実施

実施

＜実施＞
・中心市街地地区における、松川・いたち川の水辺空間賑わい創
出拠点の整備は、関連する「城址公園整備計画」が明確でないた
め、基本構想の策定にまで至らなかった。
・いたち川の賑わい創出の一環として、ゴムボートの川下りイベン
トの実施を支援した。

＜実施＞
・新たに20戸（1棟：まちなか）及び21戸（1棟：公共交通沿線）の地
域優良賃貸住宅に対し供給計画の認定を行った。現在、建設中
であり平成26年度内の完成を目指す。

b
公共交通沿線における居
住の推進や賑わいの創
出。

・松川等の水辺空間の活用に
は、川の水位安定が必要。

・松川等については、「城址公園整備計画」の見直し状況を踏
まえながら検討実施していく。

＜実施＞
・改装費補助8件、店舗賃借料補助10件を実施した。

a 中心市街地の活性化

補助制度の活用により新規出
店がある一方、店舗撤退によ
る空き店舗も見られることか
ら、新規出店者が永く営業を
続けられるような経営サポート
を行っていく必要がある。

引き続き実施する。

松川・い
たち川
水辺空
間事業

2-b-10 運輸

中心商
店街出
店促進
事業（新
規出店
サポート
事業）

2-b-9 運輸 実施



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

-

-

定量化は困難

-

876ｔ-CO2

（申請1件あたりの年間発
電量）
北陸電力発電量予測プロ
グラム：3,341kWh…①
（本取組による発電量）
①×644件＝
2,151,604kWh…②
(本取組によるCO2削減量)
②×0.407kg-CO2＝
876t-CO2

・光熱費の削減
・太陽光発電産業に対する
経済効果

a
補助金額の妥当性の検証の
必要がある。

制度の周知等を徹底する必要
がある。

制度の周知等を徹底を引き続きおこなうものとする。また、ま
ちなかにおける空き家の分析をおこなうことで、制度の改善を
検討していく。

住宅用
太陽光
発電の
導入支
援

3-b-1 家庭 実施

＜実施＞
「富山市住宅用太陽光発電システム設置補助事業」及び、余剰電
力を売電した量に応じて一定額を交付する「富山市住宅用太陽光
発電システム設置促進補助事業」を継続して実施した。
 H25富山市住宅用太陽光発電システム設置補助事業：644件
 H25富山市住宅用太陽光システム設置促進補助事業：809件

太陽光発電システムの設置費用等の市場の動向を注視し、
必要に応じて補助事業の見直しを行う。

・国の補助メニューや、民間事
業者の取り組みが先行してお
り、市がどのように関われるか
検討が必要。

引き続き実施に向け検討する。

まちなか
及び公
共交通
沿線居
住推進
地区に
おける
一戸建
て住宅リ
フォーム
補助

3-a-3 家庭 実施
＜実施＞
申請書類の簡易化を図り、補助制度の改善を行った。地元ラジオ
やケーブルテレビに出演し制度の周知活動をおこなった。

c
まちなかおよび公共交通沿
線居住推進地区の人口増

検討
＜検討＞
事業実施に向け、補助対象設備の範囲や補助金額等の制度の
詳細について調査・検討を行った。

c
・まちなか及び公共交通沿
線居住推進地区の人口増

3-1)

まちなか
及び公
共交通
沿線居
住推進
地区に
おける
住宅建
設、取得
に係るエ
コシステ
ム付加
の上乗
せ補助

3-a-2 家庭



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

95.6ｔ-CO2

【太陽熱】
（申請1件あたり灯油削減
量）
ソーラーシステム振興協
会資料：445ℓ…①
（申請１件あたりのCO2削
減量）
①×2.49kg-CO2=1t-CO2
…②
(本取組によるCO2削減量)
②×1件=1t-CO2・・・・③
【エネファーム】
（１台あたりの年間CO2削
減量）
定置用燃料電池大規模
実証実験（エネオス）の運
転データ：1.1t-CO2…④
(本取組によるCO2削減量)
④×44件=48t-CO2…⑤
【ペレットストーブ】
（1台あたりの年間CO２削
減量）
1.2t（年間平均使用量）×
483ℓ/t×2.49kg-CO2=1t-
CO2・・・・・⑥
⑥×40＝40t-CO2…⑦
【蓄電システム】
(１台当たりのCO2削減量)
1.1t-CO2・・・・・⑧
⑧×6台＝6.6ｔ-CO2・・・
⑨
③＋⑤＋⑦＋⑨＝95.6ｔ-
CO2

-

-

17ｔ-CO2

【1チームあたりの年間
CO2排出量】
アクションプランでの推
計：5.4t-CO2…①
(本取組によるCO2削減量)
①×16チーム×0.1（削減
率）＝9 t-CO2・・・A
【チームエコケロ事業】
(本取組によるCO2削減量)
20,851kWh×0.407kg-
CO2＝8t-CO2・・・Ｂ
Ａ+Ｂ＝17ｔ-ＣＯ２

・市のHP、環境関連イベントにおいて、PR活動やチームの募
集を行う。

実施

＜実施＞
H26年3月末現在で「チームとやまし」参加チーム数は351チーム
である。そのうち家庭部門の登録チームは16チームである。
また、使用電力量の削減量に応じて公共交通券を交付する「チー
ムエコケロ事業」については、169世帯が参加し、電力使用量を前
年同月比で20,851kWh削減した。

a

・光熱水費の削減
・家族や友人等のチーム参
加者以外の人への環境意
識の波及効果

・家庭部門での環境意識高揚
を図るため、普及啓発に努め
る。

＜検討＞
事業実施に向け、当該地区における住宅地開発の計画や規模等
の動向（需要面）について、調査・研究を行った。

c
・公共交通沿線居住人口の
増加
・公共交通の利用促進。

・補助対象や規模等の制度の
詳細についての妥当性の検討
が必要。

・引き続き、住宅建設業者等へのヒアリングを通して、より具
体的な事業実施に向けた検討を行う。

「チーム
とやま
し」推進
事業(家
庭)

3-d-1 家庭

a
・光熱費の削減
・省エネ設備利用産業に対
する経済効果

・市民への広報活動やPRが必
要。
・要件の見直し等を図り、さら
なる補助件数の向上を目指
す。

・さらなる補助件数の拡大を図る。
・国の補助制度や、設置費用等の市場の動向を注視し、必要
に応じて補助制度の見直しを行う。
・市民へ広報やホームページなどを通じて普及・啓発活動を行
う。
・平成26年度より、一個人に対する補助金の上限をなくす。
（25年度までは一個人に対して10万円の上限あり）

公共交
通沿線
居住推
進地区
における
住宅地
開発に
係る補
助

3-c-1 運輸 実施

住宅用
太陽熱
利用設
備の導
入支援

3-b-2 家庭 実施

＜実施＞
「富山市省エネ設備等設置補助事業」を実施した。
　富山市省エネ設備等設置補助事業：91件（太陽熱1件・エネ
ファーム44件・ペレットストーブ40件・蓄電システム6件）
ペレットストーブについては、平成24年度より補助範囲を拡大し、
事業所に設置した場合も対象としている。
平成25年度より新たに「蓄電システム」を補助対象設備として追
加した。



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

1.4t-CO2

（3R推進スクールへの参
加者数）
2,182人…①
（本取組による年間ゴミ削
減量）
①×5g/日×365日＝
3,982㎏…②
（本取組によるCO2削減
量）
②×0.34kg-CO2/kg＝
1.4t-CO2

-

-

4.8t-CO2

（職員のマイカー通勤者
数）
4,100人（職員数）×0.7＝
2,870人…①
（自動車からの転換者
数）
①×0.06＝172人…②
（1人・1日当りのガソリン
消費量）
10㎞（通勤距離・往復）÷
19.5㎞/ℓ＝0.5ℓ…③
（本取組によるCO2削減
量）
②×0.5ℓ×24回/年×
2.32㎏-CO2＝4.8t-CO2

＜実施＞
富山県と協力し、県下統一ノーマイカー運動を実施し、市職員を
対象として、毎月第１、第３水曜日をノーマイカーデーに設定し取
り組んだ。

b ・公共交通の利用促進

・現行のノーマイカー運動は、
毎年、安定的な参加がある一
方で、参加者数が硬直化して
いる。
・富山県と協力し、エコドライブ
運動を徹底し、マイカー通勤
者における燃料消費量の削減
を目指す。

引き続き、県下ノーマイカーウイークに対する協力、及び市独
自のノーマイカー運動を実施する。

・児童への環境教育
・節電や省エネへの意識改
善、啓発効果

・環境問題に対する意識の啓
発を行い、市としてツールを提
供する。

行政が
主導す
るノーマ
イカー
デーへ
の参加・
企業独
自のエコ
通勤運
動の実
施

4-a-1 運輸 実施

・各学校の年間スケジュール
が決まる前に校長会等を通し
て事業の開催を告知し、子ど
も達に３Ｒについて理解を深め
る機会を与える。

・環境啓発効果の高いツアー
内容の企画

引き続き、「３Ｒ推進スクール」を実施する。

今後も広く啓発を図ることが出来るよう、ツアーの企画を行う。
平成26年度はツアーを3回程度実施予定

「チーム
とやま
し」推進
事業(モ
デル事
業)

3-d-3 家庭 実施
「チームとやまし」の活動の一環として、緑のカーテン設置事業を2
校（園）（認定新保こども園、豊田小学校）で実施した。

a
平成26年度は小学校2校において緑のカーテン事業を実施す
る

次世代
層への
エネル
ギー・環
境教育
支援活
動の推
進

3-d-2 家庭 実施

＜実施＞
・市内の保育所・幼稚園や小学校の子ども達を対象にリデュース・
リユース・リサイクル（３R）の意義や実践することの大切さなどを
講義し、実際のリサイクル製品やごみ収集車にも触れることがで
きる「３R推進スクール」を実施した。
　（開催件数）保育所12回、幼稚園2回、小学校23回、計2,182人
・平成23年度に資源エネルギー庁より「次世代エネルギーパーク」
に認定されたことを受け、環境教育や市民のエコツアーとして関
連施設を巡る「富山市次世代エネルギーパーク見学ツアー」を実
施した。
（開催件数：7月1回、8月1回、11月1回　計54人）

a

・子どもたちが各家庭にお
いて保護者等に３Ｒを広め
る効果

・市民・児童への新エネル
ギーへの啓発効果、環境
意識の高揚

3-2）



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

3.6ｔ-CO2

① 近距離の自動車利用
からの転換による削減量
【前提条件】：1回あたりの
平均移動距離1.5km、燃
費km/L（ガソリン原単位
2.32kg-CO2/L）、利用者
のうち2％が自動車利用
からの転換。
(算定式)
　年度間利用回数×0.02
×1.5km÷（燃費）km/L×
2.32kg-CO2≒年度間
CO2削減量（kg-CO2）…
Ａ
②長距離（郊外から）の
自動車利用からの転換に
よる削減量
【前提条件】：1回あたりの
平均移動距離9.8km、燃
費km/L（ガソリン原単位
2.32kg-CO2/L）、利用者
のうち７％が自動車利用
からの転換。
(算定式)
年度間利用回数×0.07×
9.8km÷（燃費）km/L×
2.32kg-CO2≒年間削減
量（kg-CO2）…Ｂ
平成25年度利用回数
45,871回、燃費21.1㎞/L
より、Ａ（151kg-CO2）+Ｂ
（3,460kg-CO2）＝
3,611kg-CO2

1.1t-CO2

（更新前の自動車のCO2
排出量）
650L×2.32kg-CO2=1.5t-
CO2
（本取組によるCO2排出
量）
1.5t-CO2×0.28（72％削
減）=0.4t-CO2
1.5ｔ-CO2-0.4-CO2＝1.1ｔ
-CO2

2.3t-CO2

（人口1人あたりの年間運
輸部門CO2排出量）
アクションプランでの推
計：2.3t-CO2…①
（本取組によるCO2削減
量）
①×10チーム×10人/
チーム×0.01（削減率）
＝2.3t-CO2

H26年3月末現在で「チームとやまし」参加チーム数は352チーム
である。そのうち運輸部門での登録は10チームである。

b
・家族や友人等のチーム参
加者以外の人への環境意
識の波及効果

・車から公共交通機関への転
換を促すなどPRに努めるとと
もに、チーム登録への参加を
呼びかける。

・市のHP、環境関連イベントにおいて、PR活動やチームの募
集を行う。

「チーム
富山市」
推進事
業(運輸)

4-b-1 運輸

EVcity構
想

実施

＜実施＞
・平成26年3月末にステーションを2箇所増設した。
・平成22年3月の供用開始以来、利用回数が増加しており、H26年
3月末現在で供用開始時から累計で171,466回となっている。

・公用車として電気自動車を1台導入した。
・「富山市電気自動車充電インフラ整備計画」を策定した。
・「富山市電気自動車用充電設備設置補助事業」を実施した。

b
・自動車産業、インフラに対
する経済効果

・急速充電器の利便性の高い
場所への設置や電気自動車
への優遇措置の拡大などを図
り、基盤整備を促進する。

・公用車として電気自動車を1台導入する。
・道の駅に急速充電器を１基整備する。4-a-3 運輸 実施

実施 a

・自転車利用の普及啓発効
果
・公共交通への転換
・環境意識の高揚

・利用回数の増加を図るた
め、料金体系の適正化等の見
直しの検討を図る。
・また、利用手続きの簡素化
の検討やPR等の継続を進め、
さらなる会員数の増加を図る。

・随時ステーションの増設箇所の適地調査を行う
・観光客向けに、1日パスの半額割引制度を導入する
・各種イベント等で事業の啓発を図る

4-1）

自転車
市民共
同利用
システム
導入事
業

4-a-2 運輸



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

-

-

878t-CO2

（製造業1事業所あたりの
年間CO2排出量）
アクションプランでの推
計：330t-CO2…①
（本取組によるCO2削減
量）
①×266チーム×0.01（削
減率）＝878t-CO2

17.7t-CO2

（業務1事業所あたりの年
間CO2排出量）
アクションプランでの推
計：30t-CO2…①
（本取組によるCO2削減
量）
①×59チーム×0.01（削
減率）＝17.7t-CO2

23ｔ－ＣＯ２

(1kWあたりの年間発電
量）
北陸電力発電量予測プロ
グラムで積算：954.6kWh
（本取組によるCO2削減
量）
954.6kWh×60kW×
0.407kg-CO2=23,311kg-
CO2

79.4ｔ－ＣＯ２

(平成25年度年間発電量)
太陽光発電70,243KWh①
小水力発電124,869KWh
②
（①＋②）×0.407Kg-CO2
＝79,410kg-CO2

-

-

＜未実施＞
・本年度は予算がないため実施していないが、H23年度には計画
値の10倍以上進捗している。

b LED産業における経済効果

まとまった数の防犯灯のLED
化には大きなコストがかかる
ため、財源の確保が必要。国
の補助制度などを活用してい
く。

設置・取替え可能箇所の調査・検討を行う。

b

施設見学や視察を通して、
環境意識の波及効果及び
新エネルギーへの導入を
推進する。

業務
検討・
実施せ
ず

公共施設への再生可能エネ
ルギーの導入における優先度
の順位付けが確立されていな
い。

公立小中学校や防災拠点施設等を中心に再生可能エネル
ギーの導入を行っていく。

流杉浄
水場　太
陽光、水
力発電
所設置
事業

4-d-2 業務 実施

＜実施＞
太陽光発電及び水力発電による発電を実施しました。
・太陽光発電　年間発電量　　７０，２４３ＫＷｈ
・小水力発電　年間発電量　　１２４，８６９ＫＷｈ

小水力発電量は２４年度に比
べて減りましたが、これは定期
修繕のためです。太陽光発
電、小水力発電とも順調に稼
働しており現在の状態を維持
する。

太陽光発電、小水力発電とも現在の発電量を維持するように
努める。

・チーム数にとらわれずに、二
酸化炭素削減量についての成
果を出せるように、登録チーム
の活動をフォローアップする。

・市のHP、環境関連イベントにおいて、PR活動やチームの募
集を行う。

新エネ
ルギー・
省エネ
ルギー
設備の
導入

4-d-1 業務 実施

公共施設に太陽光発電システムを設置した。
・富山市立太田小学校　10ｋＷ
・富山市立南部中学校　10ｋＷ
・牛岳温泉植物工場　　　20ｋＷ
・富山市民病院エネルギーセンター　　20ｋＷ

a
・環境学習として活用し、環
境意識の醸成が図られる。

・市のHP、環境関連イベントにおいて、PR活動やチームの募
集を行う。

「チーム
富山市」
推進事
業(業務)

4-c-3 業務 実施 平成26年3月末現在で「チームとやまし」参加チーム数は　351
チームである。そのうち業務部門での登録は　59　チームである。

b
・家族や友人等のチーム参
加者以外の人への環境意
識の波及効果

実施 平成26年3月末現在で「チームとやまし」参加チーム数は351チー
ムである。そのうち産業部門での登録は　266　チームである。

b
・家族や友人等のチーム参
加者以外の人への環境意
識の波及効果

・チーム数にとらわれずに、二
酸化炭素削減量についての成
果を出せるように、登録チーム
の活動をフォローアップする。

検討

＜検討＞
・新たな導入箇所の調査等、事業実施に向けた検討・PRを行っ
た。
・西町南地区再開発で建設中の施設にガスコージェネレーション
システムを導入した。

c
・造園業界における経済効
果。

・オフィスの低炭素化導入に向
けたモデル街区の選定や補助
メニューの活用等、効果的な
運用の検討が必要。

4-2）

都心地
区での
再開発
等にあ
わせた
モデル
街区の
整備

4-c-1 業務

「チーム
とやま
し」推進
事業(産
業)

4-c-2 産業

防犯灯
のLED
化(サン
ライト事
業)

4-d-3

引き続き、事業実施に向けた検討・PRを行う。



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

284.9t-CO2

【つる性植物】
2.3kg-CO2/㎡/年を使
用。
98.6㎡×2.3kg-CO2/㎡＝
227kg-CO2
【芝生】
(1㎡あたりのCO2削減量)
アクションプランでの推
計：50.4kg-CO2…①
(本取組によるCO2削減
量)
①×2,500㎡=126t-CO2
【コミュニティガーデン】
①×2374.3㎡＝119.7t-
CO2
【フラワーハンギング】
①×289×0.75×3.6㎡＝
39ｔ-CO2

-

-

-

-

1.1t-CO2

（更新前の自動車のCO2
排出量）
650L×2.32kg-CO2=1.5t-
CO2
（本取組によるCO2排出
量）
1.5t-CO2×0.28（72％削
減）=0.4t-CO2
1.5ｔ-CO2-0.4-CO2＝1.1ｔ
-CO2

242.3t-CO2

（本取組による発電量）
595,296kWh…①
（本取組によるCO2削減
量）
①×0.550kgCO2/kWh×
＝242,285t-CO2

・河川法や電気事業法上の規
制緩和
・有利な補助制度を活用する
こと
・クリーンエネルギーに対する
優遇措置

＜実施＞
・公用車として電気自動車を1台導入した。

b
・燃料費の削減
・自動車産業、インフラに対
する経済効果

・電気自動車の購入費用の高
さが課題となっているため、市
職員の環境意識を高め、低公
害車への転換意欲を向上させ
ることが必要。

・小水力発電所の有効利用（環境教育への活用等）を図る。

実施

実施
＜実施＞
・小水力発電所（2箇所）による発電を行った。

b

・市民の自然エネルギーの
利用に対する理解が進むこ
と
・河川法や電気事業法が規
制緩和され、土地改良区や
市民が主体となった水力発
電が普及すること

小水力
発電の
導入

4-e-1 業務

低公害
車の導
入

4-d-7 運輸

＜実施＞
空調機の更新を行う。

b
・電力消費量削減による電
力使用料金の削減。

・空調設備制御の空気式制御
から電気式制御への更新につ
いては高額の費用の為予算
獲得が困難である。
・できるところから設備の省エ
ネ化を実施していく。

空調機の更新を行う。

公用車として電気自動車を1台導入する。

富山市
民病院
省エネ
化事業

4-d-6 業務

下水処
理施設
における
消化ガ
スの有
効利用

実施

＜実施＞
・市役所庁舎壁面の一部をつる性植物で緑化している（98.6㎡）。
・富山太陽光発電所の隣接広場に芝生2,500㎡を整備している。
・町内の空き地や都市公園にコミュニティガーデンを整備。（空き
地3ヵ所：町新350㎡・諏訪川原68.8㎡・鵜坂1,819㎡、公園5ヵ所：
芝園町14.7㎡・中野新町21.3㎡・南新町18.5㎡・文京町35㎡・呉羽
新富田町47㎡）
・中心市街地の主要道路の街路灯にフラワーハンギングバスケッ
トを設置。（年間289基設置、冬季除く9ヶ月、１基3.6㎡）

＜検討＞
H21年度の基本設計をもとに検討した結果、経費削減額よりも建
設･維持管理費が多くなることや、発電設備の設置により騒音の
発生が見込まれ、防音対策を実施しても地元協議会の同意を得
ることが困難と考えられることから、事業を当面見合せることとし、
今後の新技術等の動向を見ながら発電設備の設置を検討するこ
ととした。

c
・電力消費量削減による電
力使用料金の削減。

・経費削減額より建設･維持管
理費が多くなる。
・発電設備の設置による騒音
問題。
・現在の技術では解決不能と
考えられるため、今後の新技
術等の動向を継続的に調査す
る。

経済性や騒音の問題が解決できるよう、新技術等の動向調査
を継続的に行う。

4-d-5 業務 検討

実施 a
・緑化への関心、電気使用
量削減による電気料金の
削減

・緑化効果の検証方法を確立
させる。
・既設建築物等への負荷が少
ないシステムの見極めや緑化
植物の耐性の検証が必要。

コミュニティガーデン事業による未利用地の有効活用と地域コ
ミュニティ活動を通した世代間交流の創出や、フラワーハンギ
ングバスケット事業によるまちの彩りと賑わい創出などを通
し、CO2削減に限らずソーシャルキャピタル醸成にも繋げてい
く。

都市公
園グラン
ドの芝生
張、施設
の屋上・
壁面緑
化

4-d-4 業務



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

435.7t-CO2

【婦中メガソーラー】
（1kWあたりの年間発電
量）
北陸電力発電量予測プロ
グラムで積算：954.6kWh
（本取組によるCO2削減
量）
954.6kWh×1,000kW×
345日/365日×0.407kg-
CO2=367,233kg-CO2
【屋根貸し事業】
・八尾健康福祉総合セン
ター
10か月稼働
795.5kWh×49.4ｋＷ×
0.407kg-CO2=15,994kg-
CO2・・・①
・体育文化センター
9か月稼働
715.95kWh×180ｋＷ×
0.407kg-CO2=52,450kg-
CO2・・・②
①+②＝68,444kg-CO2

-

-

-

-

93t-CO2

（1㎡あたりのCO2削減
量）
アクションプランでの推
計：50.4kg-CO2…①
（本取組によるCO2削減
量）
①×1,853㎡=93t-CO2

＜実施＞
企業が工場等の建設を計画する際に、緑化推進助成金等の活用
を検討してもらうよう働きかけた。
25年度において1,764千円の緑化推進助成金を交付した。（緑地
面積1,853㎡）

a
・市民や来客者に対するPR
効果
・従業員等の意識啓発効果

・工場等建設時の、助成金等
の活用を含めた緑化推進の働
きかけを積極的に行う。

・引き続き、緑化推進助成金等の活用による緑化推進を働き
かけ、工場敷地の緑化誘導に努める。

b

二酸化炭素排出量の削減
に向けた取り組みを行う中
小企業者のエコな経済活
動を支援する。

工場敷
地の緑
化誘導

4-f-3 産業 実施

これまで、売電を目的とする設
備の利用は認めていなかった
が、事業性が認められる場合
は売電を目的とする場合も認
めることとし、取扱要件を緩和
した。

環境保全設備資金
・クリーンエネルギー自動車など、環境に配慮した設備を購入
する資金への融資制度。
・事業性が認められる場合は、売電を目的とする発電設備の
購入も融資対象とする。

省エネ
ルギー
型施設・
設備の
導入支
援(業務)

4-f-2 業務 実施

＜実施＞
H２４年度より、クリーンエネルギー自動車など、環境に配慮した
設備を購入する資金への融資制度として「環境保全設備資金」を
創設した。
（温室効果ガス排出削減量連動型中小企業グリーン投資促進事
業（平成２４年度予算事業（２次公募））において、原則年間50t-
CO2以上の案件が対象になっていることを踏まえ、1件当たりの
CO2削減量を50t-CO2とする。）

これまで、売電を目的とする設
備の利用は認めていなかった
が、事業性が認められる場合
は売電を目的とする場合も認
めることとし、取扱要件を緩和
した。

環境保全設備資金
・クリーンエネルギー自動車など、環境に配慮した設備を購入
する資金への融資制度。
・事業性が認められる場合は、売電を目的とする発電設備の
購入も融資対象とする。

・PR施設や隣接公園の利用促
進を図り、太陽光発電システ
ムを広く普及させる
・公共施設への導入の場合、
建造物の老朽化や雨漏り対策
等の検証が必要。

・太陽光発電等の新エネルギーのPR施設を活用するととも
に、市民の目に止まる市有施設の屋根での発電を行うこと
で、普及・啓発を図る。
・市有地及び市有予定地における太陽光発電事業として、平
成26年度中に４ヶ所で建設・発電開始予定。
・導入施設での発電の継続及び、適地調査を実施。

省エネ
ルギー
型施設・
設備の
導入支
援(産業)

4-f-1 産業 実施

＜実施＞
H２４年度より、クリーンエネルギー自動車など、環境に配慮した
設備を購入する資金への融資制度として「環境保全設備資金」を
創設した。
（温室効果ガス排出削減量連動型中小企業グリーン投資促進事
業（平成２４年度予算事業（２次公募））において、原則年間50t-
CO2以上の案件が対象になっていることを踏まえ、1件当たりの
CO2削減量を50t-CO2とする。）

b

二酸化炭素排出量の削減
に向けた取り組みを行う中
小企業者のエコな経済活
動を支援する。

実施

【婦中メガソーラー】
・メガソーラー発電所の運営を行った。また、隣接するPR館の運
営や憩いの場である公園の維持管理により、太陽光発電等の普
及啓発・PRを行った。
【公共施設における屋根貸し事業による太陽光発電システムの導
入】
・八尾健康福祉総合センター　49.4ｋW（発電開始：平成25年5月20
日～）
・体育文化センター　180ｋW（発電開始：平成25年7月1日～）
【市有地及び市有予定地における太陽光発電】
以下の予定地において、太陽光発電事業者をプロポーザル形式
で公募
平成26年度中に建設・発電開始予定
・八尾町上笹原地内（カドミ汚染田客土母材採土跡地）
・水橋常願寺616（水橋水源地配水池建設事業用地）
・呉羽町地内（舞台芸術パーク敷地内）
・万願寺地内（万浄園跡地）

a

・市民の自然エネルギーの
利用に対する理解の浸透
・民間事業者の活力を活用
し、環境施策の推進を図る

4-3）

新エネ
ルギー
施設・設
備の導
入

4-e-2
エネル
ギー転
換



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

32,509t-CO2

・BDF製造
（販売量）279,542ℓ…①
（本取組によるCO2削減
量）
①×2.58kg-CO2/kℓ
=721t-CO2
・RPF製造
（販売量）14,588t…②
②×3.17t-CO2/t×
2/3=30,829t-CO2
・バイオガス製造
（販売量）707,879ℓ・・・③
③×2.22t-
CO2/1000Nm3×ﾒﾀﾝ含
有61%=959t-CO2

9.4t-CO2

（ペレット使用量）
7.78t…①
（灯油使用量の削減量）
①×0.483＝3,758kl…②
（本取組によるCO2削減
量）
②×2.49kg-CO2＝9.4ｔ-
CO2

260t-CO2

（本取組による生ごみ処
理量766ｔ）×0.34＝260ｔ

-

（本取組によるごみ削減
量-632ｔ）×0.34＝-215ｔ
（増加）

608ｔ－CO2

（本取組による森林整備
面積）
146ha＋23ha＝169ha…
①
（本取組によるCO2削減
量）
①×3.6t-CO2/ha＝
608t-CO2

・補助金等財源の確保
・補助事業を活用することで、
事業量の確保を図る。

（実施）
　事業系ごみを多量に排出すると想定される事業所に対して「事
業系一般廃棄物減量等計画書」の作成と提出を求め、事業系の
ごみの減量化・資源化に努めた。（提出事業所４０１件：提出率８
２．９％）
（参考）事業系可燃物の排出量
　　　　　　Ｈ２１年度　40,887ｔ
　　　　　　Ｈ２２年度　39,468ｔ
　　　　　　Ｈ２３年度　39,019ｔ
　　　　　　Ｈ２４年度　38,971ｔ
　　　　　　Ｈ２５年度　39,603ｔ

b
事業系可燃ごみの排出量
の削減

減量計画書の提出率の引き
上げ及び事業所の資源化へ
の取り組みを促進する。

引き続き、有利な補助事業を活用し、市内の人工林では、「県
単独森林整備事業」、「森林環境保全整備事業」、里山では
「水と緑の森づくり事業」等により整備を実施する。

実施

実施

＜実施＞
・市内の人工では、「県単独森林整備事業」、「森林環境保全事
業」により整備（146ｈａ)を実施した。
・里山林では、「水と緑の森づくり事業等により整備（23ｈａ）を実施
した。

b
・林業雇用環境の確保
・木材資源の利活用の促進

森林の
間伐等
管理及
び植林
の推進

4-i-1 森林

事業系
可燃ご
みの減
量化

4-h-1
産業
業務

（実施）
　計画通り１０月から１地区を追加し、計１２地区において「生ごみ
リサイクル事業」を実施
（参考）生ごみ処理量
　　　　　　Ｈ２１年度　　481t　（7地区）
　　　　　　Ｈ２２年度　　528t　（9地区）
　　　　　　Ｈ２３年度　　589t　（10地区）
　　　　　　Ｈ２４年度　　668t　（11地区）
　　　　　　Ｈ２５年度　　766ｔ　（12地区）

b 可燃ごみ回収量の削減

・実施地区における収集率の
向上
・事前説明会や実施後の出前
講座等の充実により、住民の
参加協力を促す。

・平成２６年１０月から１地区を追加し、計１３地区において実
施する予定。
・既実施地区の中で取組率の低い地区への啓発促進を図る
ため、自治会等を通じ呼びかけ、説明会などを実施する。

新しい先進的・効果的な取り組みを調査、研究し、減量計画書
作成に関する説明会や事業所訪問時に情報を提供してゆく。

生ごみリ
サイクル
事業

4-g-3 産業

バイオマ
スタウン
構想の
推進

実施

・エコタウン産業団地を資源循環拠点として位置付け、エネル
ギー利用も含め団地内のゼロエミッション化を進める。

＜実施＞
・東富山温水プールでペレットボイラーを使用。
・総合行政センターなどの市施設に導入した13台のペレットストー
ブ13台を継続使用。
・ペレットストーブ設置に対する補助制度を継続実施。
・環境センターでのペレットボイラー導入に向けて準備を進めた。

b

・木質ペレットの原材料とし
て地元の間伐材や林地残
材を使用することにより、地
域の林業の育成に貢献

・灯油の価格に比べ、木質ペ
レット価格が高価なため、普及
の障害となっている。
・地球温暖化対策等に貢献す
る環境配慮型の燃料として木
質ペレット自体の認知度を高
める。

・引き続き、ペレットストーブ設置に対する補助を行う。
・環境センターにペレットボイラーを導入する。

4-g-2 産業 実施

実施 b

・施設設置事業者に対する
経済効果
・地元住民の雇用の確保
・エコタウン産業団地見学
に伴う観光客の増加

・エコタウン事業の継続・発展
・原料となる廃棄物の確保と
再生品の販路の拡大等、地域
ぐるみの減量化・資源化を推
進するために、市民・民間事
業者・行政関係部局が連携し
た取り組みの推進に努める。

・引き続き、エコタウン産業団地を資源循環拠点として位置付
け、エネルギー利用も含め団地内のゼロエミッション化を進め
る。

エコタウ
ンの推
進

4-g-1 産業



個別事業に関する進捗状況等

温室効果ガス削減量
（　暫　定　）

地域活力の創出等

平成25年度の進捗 平成26年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H25
予定

39ｔ－CO2

（本取組による森林整備
面積）
10.8ha…①
（本取組によるCO2削減
量）
①×3.6t-CO2/ha＝39t-
CO2

49ｔ－CO2

（本取組によるCO2削減
量）
13.7ha×3.6t-CO2/ha＝
49t-CO2

定量化は困難

・地場農林水産物の利用
拡大による流通時の二酸
化炭素排出抑制
・生産振興効果による農
地保全
・適期適作による化石燃
料等の使用削減

375ｔ－CO2

（木材1㎥の二酸化炭素
固定量）
0.4t/㎥×0.5t-CO2/t×
44/12＝0.7t-CO2/㎥…
①
（本取組によるCO2削減
量）
①×535㎥（補助対象家
屋の市内産木材使用量）
＝375 t-CO2…②

・建築中の構造見学会等の実
施により、市民に対して、市内
産材について「みる・しる・感じ
る」機会の提供を図る。
・市内産材を使用する新築・増
築・リフォームされる木造住宅
で、床板・内壁板・外壁板など
見える箇所に使用する場合、
補助金を交付する新たな事業
により、市内産材の利用促進
を図る。

市内産材の需要拡大と市民意識の向上を目的に、 市内で自
ら居住するため、木造住宅の目に見える箇所に市内産材を使
用する方に対し,助成（予定件数20件）を実施する。

b
・販路拡大による栽培意欲
の向上と地域の活性化

・地場もん屋総本店における
地産地消を推進する。
・学校給食に利用する野菜・果
実の数量を拡大する。

・引き続き、富山とれたてネットワーク事業並びにプチマルシェ
運営事業の一層の市民周知と円滑な運営をはかるとともに、
学校給食ふるさと食材活用拡大事業については、生産組織・
生産農家と給食関係者との相互理解の推進を図り、事業を実
施する。
・地域の生産物の高付加価値化（ブランド化、加工品開発等）
や活性化を図るため、農商工連携の促進や６次産業化を進
め、農林漁業の経営体質強化を支援する。

地域材
の活用

4-k-2 森林 実施

・里山での整備・保全活動
の中での、企業とボランティ
アの協働等新しいネット
ワークの拡大。

＜実施＞
・市内産材の需要拡大と市民意識の向上を目的に、事業者が行
う市内産材を使用した木造住宅を活用したモデル的啓発活動に
対して助成を行った。
平成25年度実施件数　2件
・市内産材を使用する新築・増築・リフォームされる木造住宅で、
床板・内壁板・外壁板など見える箇所に市内産材を使用する場
合、補助金を交付する新たな事業の実施により、市内産材の利用
促進を図った。
平成25年度実施件数　15件
・林業の振興と、間伐材の木質ペレット等への利活用を促進する
ため、木質ペレット工場に原材料を供給している婦負森林組合と
立山森林組合に補助金を交付した。

a
・林業雇用環境の確保
・木材資源の利活用の促進

引き続き「市民参加の森づくり促進事業により、NPO法人きん
たろう倶楽部を中心とした森林ボランティアの活動を支援す
る。

農畜産
物、水産
物の地
産地消
の推進

4-k-1 産業 実施

＜実施＞
・富山とれたてネットワーク事業を行った。
　地場もん屋総本店の運営（来店者数247,817人）
　地場もん屋加盟店数　　184店
・学校給食ふるさと食材活用拡大事業を行った。
　富山市産野菜・果実の品目数　　　20品目
・農業者向けの学校給食用野菜出荷基準リーフレットを作成・配
布した。
・プチマルシェ運営事業を6回実施した。

・補助金等財源の確保
・補助事業を活用することで、
事業量の確保を図る。

引き続き、有利な補助事業を活用し、市内の人工林では、「県
単独森林整備事業」、「森林環境保全整備事業」、里山では
「水と緑の森づくり事業」等により整備を実施する。

森林ボ
ランティ
アによる
里山保
全

4-j-2 森林 実施

＜実施＞
・NPO法人きんたろう倶楽部を中心として、市内の8箇所7地域を
活動拠点とした市民参加型の森林整備・保全活動を支援し森林
の保全を推進した。
・活動面積　　13.7ha
・補助金による支援している森林ボランティア団体　3団体

a

・富山市に所在する森林ボラ
ンティアは49団体あるが、「市
民参加の森づくり促進事業」を
利用している団体数が少な
い。
・市内で活動する森林ボラン
ティア団体に対し、「市民参加
の森づくり促進事業」をＰＲす
ることにより、森林ボランティア
活動の更なる活性化を図る。

実施

＜実施＞
・企業の森づくり促進事業を実施した。
（既登録企業による、継続的な森林整備活動：8企業（協定面積
10.8ha)
・県民参加の森づくり事業を実施した
（地区住民等が直接行う森林の保全活動等を支援するもの：26地
区）
・間伐した森林のCO2吸収量について、「オフセット・クレジット（J-
VER）制度」に基づいてクレジット化し、19トン分を企業に販売し
た。

a
・林業雇用環境の確保
・木材資源の利活用の促進

4-4）

市民・企
業の森
づくり推
進事業
への参
画

4-j-1 森林

※1 アクションプラン上、平成25年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
また、平成26年度以降に取り組むこととしていた事業で平成25年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
なお、平成25年度以前に前倒しで行った事業や新規追加を行った事業については、取組番号をＨ〇〇新-1、Ｈ〇〇新-2・・・と記載すること（Ｈ〇〇は、実施年度）。

※2 「主要」の欄には、平成25年度に取り組んだ主要事業（温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性・モデル性に優れている等）について「○」を記載すること。また、そのうち「総括票」に記載したものについては、「◎」を記載すること。
※3 「H25予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H25予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。


